
北海道教育庁等職員の退職管理に関する取扱要綱

第１ 趣 旨

この要綱は、地方公務員法（以下「法」という。）及び北海道職員の退職管理に関す

る条例（以下「条例」という。）に定めるもののほか、北海道教育庁及び北海道教育委

員会が所管する教育機関（以下「道教育庁等」という。）の職員の退職管理に関し、必

要な事項を定めるものとする。

第２ 団体への再就職

１ 対象者

道教育庁等に勤務していた職員で、道教育庁等を退職後、この要綱に規定する団体に

再就職（いわゆる再々就職を含む。）する者

２ 団体の範囲

この要綱の適用となる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 基本財産、資本金等に占める道教育委員会の出捐金又は出資金の割合が25％以上で

ある団体

ただし、道教育委員会から補助金等のない団体にあっては、50％以上である団体

(2) 道教育委員会の交付する補助金等の額が団体の歳出規模の50％以上である団体

３ 在職期間の制限

再就職する者の在職期間は、65歳に達する日の属する年度の末日まで（団体に65歳以

下の年齢の在職期間の定めがある場合は、その定めによる。）を原則とする。

ただし、任期の定めがある役員に就任する場合における在職期間は、次のとおりとする。

(1) 当該任期が66歳に達する日の属する年度内に満了するとき

当該任期満了の日まで

(2) 当該任期が66歳に達する日の属する年度を超えた時点で満了するとき

66歳に達する日の属する年度の総会日まで

４ 給与等の制限

(1) 再就職する者の給料等の基準額は別記に定めるところによる。

（2） 諸手当は、原則として支給しない。ただし、通勤手当及び時間外勤務手当について

は支給することができる。

(3) 退職手当及び功労金は支給しない。

５ 複数団体を兼務する場合の取扱い

(1) 道教育庁等を退職し団体に再就職している者について、他の団体が当該人の兼務を

要請しようとするときは、当該兼務を求める団体（以下「兼務先団体」という。）は

教育部長に協議しなければならない。この場合において、教育部長は、当該人の本務

に支障のない限りにおいて当該兼務を認めるものとする。

(2) 兼務先団体での給料等は、当該団体における職務内容、責任の度合い、勤務日数等

を勘案し適正な額とすること。また、前記４の(2)及び(3)については、兼務先団体に

も適用されるものであること。

６ 特別の事情

団体は、この要綱の定めにより難い特別の事情があるときは、教育部長と協議しなけ

ればならない。

当該協議に係る手続き及び協議に対する取扱いについては、教育部長が別に定める。



第３ 再就職状況の届出及び依頼等の規制

１ 対象者

本項の対象者は、道教育庁等の一般職の職員を退職後、道教育庁等の特別職の職員と

なった者で、当該特別職を退任後に営利企業等（法第３８条の２第１項に規定する営利

企業等をいう。以下同じ。）に再就職したものとする。

２ 依頼等の規制

対象者は、その属していた執行機関の組織等（法第38条の２第１項に規定する地方公

共団体の執行機関の組織等をいう。）の職員に対し、契約等事務（法第38条の２第１項

に規定する契約等事務をいう。）に関し、当該特別職を退任後２年間、職務上の行為を

するように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

３ 依頼等があった場合の措置

(1) 前記２に掲げる要求又は依頼を受けた職員は、その旨を所属の長又は総務政策局総

務課長（以下「総務課長」という。）に届け出なければならない。この場合において、

職員から届出を受けた所属の長は、当該届出があった旨及びその内容を総務課長に報

告しなければならない。

(2) 職員からの届出又は所属の長からの報告を受けた総務課長は、当該所属の長に対し、

調査を行うよう求めることができる。

(3) 調査の要求を受けた所属の長は、必要な調査を行い、その結果をとりまとめ、総務

課長に報告しなければならない。

(4) 総務課長は、上記による報告の内容を精査し、前記２に掲げる要求又は依頼に該当

すると認めたときは、その旨及び調査結果を公表するものとする。

(5) 前記各号のほか、措置の実施に必要な事項は教育部長が別に定める。

４ 再就職状況の届出及び公表

(1) 対象者は、営利企業等の地位に就いた場合には、その地位に就いた日の翌日から起

算して１月以内に、北海道職員の退職管理に関する規則（北海道人事委員会規則23－

0）第24条第２項に定める事項を道教育委員会に届け出なければならない。

(2) 道教育委員会は、前項の届出を受けた場合、その事項を取りまとめ、その結果を公

表するものとする。

(3) 第４の各号の規定は、前号の規定による公表について準用する。

第４ 再就職状況の公表

１ 条例第３条第２項に規定する再就職状況の公表は、次の項目について行うものとする。

(1) 氏名

(2) 離職時の職

(3) 離職日

(4) 再就職日

(5) 再就職先の名称

(6) 再就職先の業務内容

(7) 再就職先における地位

２ 公表を行う時期は、毎年度の１０月末日とする。

３ 公表は、前記１の各項目を記載した資料を、総務部法務・法人局法制文書課行政情報

センターに備え置いて縦覧に供することによるほか、教育部長が適当と認める方法によ

り行う。



４ 前記各号のほか、公表に必要な事項は教育部長が別に定める。

第５ 再就職要請があった場合の取扱い

企業又は団体から再就職要請があった場合の手続き等については、教育部長が別に定

める。

第６ その他

この要綱は、平成12年２月18日以降に退職する者から適用する。

附 則

この要綱は平成13年３月７日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成15年５月29日から施行する。

２ この要綱の施行前に、再就職している者の給与基準額については、なお従前の例に

よる。

附 則

この要綱は平成18年２月13日から施行する。

附 則

この要綱は平成19年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は平成20年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成21年６月19日以降に再就職する者から適用する。

２ 上記適用日以前に再就職した者については、改正前の要綱により取扱うものとする。

附 則

この要綱は平成23年４月28日から施行する。

附 則

この要綱は平成24年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は平成25年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は平成26年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は平成28年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は平成30年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は平成31年４月１日から適用する。



別記（第２の４関係）

団体に再就職する者の給与基準額

（単位千円）

教育庁等退職時の職 給与基準額

特別職 ７，５００

本庁部長及び同相当職に通算して概ね３年以上在職した者 ６，２００

本
庁 上記に掲げる者のほか、本庁部長に在職した者又は本庁部
部 長相当職に概ね３年以上在職した者

６，０００

長

等 本庁部長相当職に概ね２年以上在職した者 ５，７００

その他の者 ５，２００

本庁局長 ４，８００

本庁局長相当職 ４，６００

本庁課長 ４，２００

本庁課長相当職 ４，０００

本庁主幹・同相当職 ３，８００


